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1 　はじめに

機構は、昭和62年5月に当時の建設大臣よ
り宅地建物取引主任者資格試験（平成27年4
月1日より宅地建物取引士資格試験。以下「試
験」という。）の指定試験機関としての指定
を受け、昭和63年度からその実施に当たって
きた。以来、平成30年度の試験をもって31回
を数えるに至った。この間を振り返ると、バ
ブル経済の崩壊やリーマンショック等による
経済的な挫折を経験するとともに、少子・高
齢化やグローバリゼーションの急速な進行な
ど、我が国が社会の大きな質的変容にさらさ
れた時代であった。

なかでもバブル経済の発生・崩壊は、不動
産の資産価値の高騰、下落という不動産市場
を端緒の一つとするものであったため、その
影響は当然ながら試験の規模にも大きく及ぶ
こととなった。受験申込者は、昭和63年度の
28万人から平成2年度には42万人へと急増し
た後、一転急減と長い低迷の時代に入り、平
成13年度には20万人強の水準にまで減少し
た。その後は、景気回復も背景としつつ6年
連続の増加に転じ、平成19、20年度にはバブ
ル経済期の規模に近い26万人を超える受験申
込者数を記録した。

また、平成20年のリーマンショック後の平
成21年は24万人に減少し、その後、微増、微
減があるものの、平成26年度から5年連続増
加し平成30年度には26万人となり、リーマン
ショック前の水準に回復した。

このように、元来が大規模な試験にあって
受験申込者数が大きく上下動したため、試験
の実施体制や試験事務にも様々な困難が生じ
た。そうした中でも、重大な事故やミスがな

く、31回の試験を無事実施してきたことは、
何よりも、国土交通省、都道府県、協力機関
をはじめ、関係各位の協力・支援があったか
らに他ならない。特に協力機関には、各都道
府県における現場の事務を強い責任感を持っ
て機構と一体となって担い支え続けて頂い
た。また、試験会場を提供して頂いた大学や
高等学校等、更には電算処理、印刷や運搬等
の業務に当たって頂いた関係機関にも深く感
謝したい。

機構においては、今後とも、試験の適正か
つ確実な実施を旨としつつ、受験者の利便性
の向上や、良好な受験環境の確保になお一層
の努力を続けていく所存である。

2 　資格試験制度の発足の経緯

試験は、昭和33年度に都道府県知事が行う
宅地建物取引員試験として発足した。これは、
昭和32年の宅地建物取引業法（以下「法」と
いう。）の第二次改正により、宅地建物取引
業者の質の向上を図るため、昭和34年8月1
日から、事務所ごとに都道府県が行う試験に
合格した宅地建物取引員を専任の取引主任者
として1人以上置かなければならないことと
されたことによるものである。

都道府県知事が行う試験の実施に係る基本
方針については、建設大臣の諮問機関として
設置された宅地建物取引員試験選考制度調査
会において審議され、昭和32年10月22日の同
調査会答申に基づき、関係省令が制定された。

試験は、都道府県知事が毎年少なくとも1
回行うものとされたが、都道府県ごとに独自
に試験を行うと、宅地建物取引員の質が統一
されず、不都合を生ずる恐れがあるため、昭
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和33年度の第1回試験以来、都道府県知事の
申し合わせにより、全国共通の問題を作成し、
共通の日に行うこととされた。

3 　試験の基準及び内容

試験は、宅地建物取引業法施行規則（以下
「規則」という。）第7条により、宅地建物取
引業に関する実用的な知識を有するかどうか
を判定することに基準を置くものとされ、同
第8条により、その試験すべき内容が規定さ
れている。

4 　試験の実施方法と実施時期

第1回試験は、昭和33年11月16日に実施さ
れた。出題数30問、試験実施時間は午後1時
から午後3時30分までの2時間30分で、受験
資格制限はなく、法令集の持ち込みが許され
ていたが、試験問題の持ち帰りは認められて
いなかった。また、受験手数料は法で500円
以下と定められ、規則で不正受験者に対して
受験を禁止又は合格を取消すことができると
された。

第2回試験は、昭和34年5月31日に実施さ
れた。これは、昭和34年8月1日以降は取引
主任者の設置が義務づけられたことから、実
施日を早めたものであり、昭和44年度試験ま
で春に行われた。

昭和36年5月28日に行われた第4回試験に
おいて、試験実施時間を午後1時から午後3
時までの2時間に変更し、現在に至っている。

試験実施時期は、昭和37年度まで5月最終
日曜日であったが、昭和38年度は7月第一日
曜日に、昭和39年度から昭和44年度までは6
月第一又は第二日曜日に、昭和45年度から昭
和48年度までは11月第一又は第二日曜日に、
昭和49年度から53年度までは10月第四日曜

日、そして昭和54年度から現在の10月第三日
曜日となった。

当初は許されていた法令集の持ち込みは、
昭和49年度から禁止となり、他方、試験問題
の持ち帰りは、機構による最初の実施である
昭和63年度から解禁された。

5 　名称変更

昭和39年の第四次法改正により、宅地建物
取引員（取引主任者）の資質の向上を図るた
め、翌年の昭和40年4月1日から、宅地建物
取引主任者資格試験に名称が改められた。

その後、平成26年の法改正により、宅地建
物取引業の業務の適正な実施を確保するた
め、宅地建物取引主任者という名称を宅地建
物取引士という名称に改められ、平成27年度
試験より「宅地建物取引士資格試験」として
実施された。なお、平成26年の法改正では、
名称変更の他に宅地建物取引士の業務処理の
原則、従業者への必要な教育を行うよう努め
る宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業
の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格
事由として暴力団員等であることの追加等が
なされた。

6 　受験資格

昭和33年度の試験制度導入時点では、受験
資格は設定されず誰でも受験できたが、宅地
建物取引主任者資格試験に名称が改められた
昭和40年度に受験資格が設けられ、①学校教
育法による高等学校を卒業した者、②若しく
は宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験
を有する者、③又は都道府県知事がこれらと
同等以上の知識・能力を有すると認めた者と
定められた。

なお、この受験資格は平成8年度に撤廃さ
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れた。従って、現在では、学歴、年齢、実務
経歴等にかかわらず、また、日本国内に自宅
住所（定まった住所）があれば外国人でも受
験できる試験となっている。

7 　出題数

昭和40年度の第8回試験より出題数が30問
から40問に増加された。さらに、昭和56年度
の第24回試験より50問となり、現在に至って
いる。

なお、平成9年度試験から平成15年度試験
までは、建設大臣（現在の国土交通大臣）が
指定する指定講習機関である財団法人不動産
流通近代化センターが行う講習を修了した者
は、問46から問50までの5問が免除され45問
の受験となった。平成16年度試験からは指定
制度から登録制度に変わり、国土交通大臣の
登録を受けた者が行う講習を修了した者は5
問が免除されることとなった。平成31年2月
28日現在、22の機関が登録を受けて講習を実
施している。

8 　受験手数料

受験手数料は、都道府県が実施していた昭
和47年度に500円から1,000円に改定され、昭
和51年度に2,000円に、昭和53年度に3,000円
に、昭和56年度に4,000円に、そして昭和60
年度に5,000円に改定されて以来据え置かれ
ていたが、機構が実施するようになって6年
目の平成5年度に7,000円に改定され、現在
に至っている。

なお、消費税法は昭和63年12月30日に公布
されたが、受験手数料は消費税を課されない
こととなった。

9 　民間移譲等

機構が試験を実施することとなったのは、
昭和60年7月22日の臨時行政改革推進協議会
の答申等を受けた法改正によるものである。
その経緯並びに機構の当初の実施体制の整備
及び昭和63年度から平成20年度までの試験実
施に関する経緯については、RETIO25周年
記念特集号（No.73�2009年4月）を参照され
たい。（機構のホームページに掲載）

10　身体障がい者等への配慮

機構は、都道府県が直接実施していた時か
ら引き続き、車いす使用等歩行困難な方や視
覚障がい等のある方に対して必要な配慮措置
を講じている。

現在講じている身体に障がいのある方等へ
の配慮措置は次のとおりである。
①車いす使用の方、心臓病等のある方に対す

る1階・低層棟の試験室を提供
②試験会場へ車で乗り入れることの許容
③点字、拡大文字、CDによる試験問題の使

用
④点字版、拡大版による解答用紙の使用又は、

口頭解答（試験監督員の代筆）
⑤付添人の同伴の許容
⑥視覚障害等の方への試験時間の延長
⑦その他上記に準ずる措置

11　協力機関の変更

試験会場の確保、試験案内の配布、申込受
付、当日の試験監督等及び合格発表等、試験
地での事務については、当該都道府県知事の
推薦を受けた外郭団体又は業界団体を協力機
関として、当該事務を委託してきた。

協力機関は、都道府県によって事情が異な
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り、当初は、都道府県の外郭団体等15、業界
団体32で構成していたが、その後、各県の事
情により、①平成16年度に（財）鹿児島県住
宅・建築総合センターから（社）鹿児島県宅
地建物取引業協会、②平成18年度に（社）高
知県建設技術公社から（社）高知県宅地建物
取引業協会、③平成19年度に（財）栃木県建
設総合技術センターから（社）栃木県宅地建
物取引業協会、④平成21年度に�（社）佐賀県
楠風会から（社）佐賀県宅地建物取引業協会、
同じく⑤（財）宮崎県建築住宅センターから

（社）宮崎県宅地建物取引業協会、⑥平成26
年度に（一財）島根県建築住宅センターから

（公社）島根県宅地建物取引業協会、⑦平成
27年度に（一社）大分県庁校友会から（一社）
大分県宅地建物取引業協会、同じく⑧（一社）
かながわ土地建物保全協会から（公社）神奈
川県宅地建物取引業協会、⑨平成29年度に（一
財）千葉県まちづくり公社から（一社）千葉
県宅地建物取引業協会へと、9県において変
更が行われてきた。

この結果、協力機関の構成は、平成30年度
試験の実施時においては、都道府県の外郭団
体等6、業界団体41となった。

12　協力機関への業務監察の実施

試験事務の適正かつ確実な実施に資するた
め、協力機関の試験実施体制等について、協
力機関の協力のもと、現地業務監察を実施す
ることとした。

業務監察の実施に当たり、全国を7ブロッ
クに区分けして、原則として、1ブロック1
カ所、合計7カ所において行うこととした。
平成21年度から平成27年度までに47都道府県
の各会場を現地業務監察し、平成28年度から
は二巡目となる業務監察を実施している。

業務監察の結果、試験本部の設置、会場管

理、試験監督時等の注意事項を徹底するとと
もに、各県ごとに行われている独自の工夫等
の紹介などをしている。

13�　最近の試験事務における改善措
置等

平成26年度以降に実施した試験において、
改善等を行った事項等について、前後の経緯
を踏まえながら時系列的に示す。

平成26年度

⑴　消費税率の引き上げ

消費税法が改正され、税率が平成26年4月
より5％から8％に、平成27年10月より8％
から10％（後に、10%への引き上げ時期が平
成31年10月へ変更された。）に引き上げられ
ることとなった。

消費税は、受験手数料（機構にとっての収
入）に対しては非課税であるが、試験事務を
実施するための委託費、印刷費等に係る費用

（機構にとっての支出）は課税されるので、
事務の効率化を図るなどして経費の節約に努
め、3％の引き上げ分への対応に努めた。

⑵　試験の名称変更の準備

宅地建物取引業法の一部を改正する法律
（平成26年法律第81号）の施行に伴い、平成
27年度試験より試験の名称が宅地建物取引士
資格試験に変更されることから、受験手数料
の額等を定めた都道府県の条例においても名
称変更の改正が必要となったところ、平成26
年度中に全ての都道府県において条例改正が
なされた。

機構としては、試験事務規程の変更に係る
認可手続を行うと共に、雑誌への企画記事の
掲載、リーフレットを作成し各所へ配布する



48

RETIO.  NO.113  2019年春号  

など各種の広報活動を行って、資格・試験名
称の変更について周知に努めた。

平成27年度

新名称による第1回目の試験として実施

試験名称が変わったことに対応して、試験
案内（願書）、ポスター、ホームページ、監
督員の腕章等、およそ試験名称の記載のある
ものは全て新名称に一新した。

また、資格名称の変更が試験への関心も高
める効果があったのか、受験申込者数が前年
度比2.0％の増加となり、6年振りの24万人
台となった。

平成28年度

ホームページの試験関係の案内の一新

ホームページは、年々部分修正をくり返し、
結果的に知りたいことが見つけにくくなって
いたところ、索引ページを作成し、試験関係
のトップページとして設定した。これにより、
特に質問の多い登録講習、試験案内の配布場
所又は合格証明の請求等について案内が容易
となった。

また、主要都道府県の資格登録のホームペ
ージへリンクを貼り、合格者への利便提供に
努めている。

平成29年度

インターネットによる受験申込画面の改善

インターネットを利用して受験申込みをす
る場合、予め顔写真のデータを申込画面に取
り込む必要があるため、写真を切り取るアプ
リケーションを無償提供していたが、加えて、
申込みの画面上でも写真の切り取りが行える
ように改善した。

インターネットによる受験申込みは、受験
申込書を郵送する必要がなく、また、複数の
会場がある都道府県の場合自分で試験会場を
決めることができる等のメリットがあるが、
試験実施側にとっても、受験者データを申込
者が自ら入力するため、受付事務が軽減され
るというメリットがあるため、利用の拡大を
図る意義があるところである。

平成30年度

個人情報の管理の徹底

受験申込書は、協力機関が受付・審査し、
申込内容をデータ入力するが、平成29年度ま
では、協力機関のコンピュータに受験申込者
データをいったん保存させていたが、平成30
年度より協力機関のコンピュータにはデータ
が残らず、機構のサーバに直接データが取り
込まれる方式に変更した。

これにより、協力機関に受験申込者の個人
情報が電子データとして残ることがなくな
り、個人情報の管理の徹底を図ったところで
ある。




